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群
馬
県
企
業
局
企
業
職
員
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 

田 

正 

士 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
局
企
業
職
員
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
局
企
業
職
員
旅
費
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊

費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 

田 

正 

士 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
五
十
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
建
設
支
援
係
及
び
調
査
計
画
係
」
を
「
建
設
係
及
び
調
査
係
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
十
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
霧
積
発
電
所
」
の
下
に
「
、
板
倉
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
太
陽
光
発
電
所
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

七 

桐
生
川
発
電
所
に
係
る
建
設
工
事
の
施
工
に
関
す
る
こ
と
（
渡
良
瀬
発
電
事
務
所
に
限

る
。
）
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
の
表
群
馬
県
渡
良
瀬
発
電
事
務
所
の
項
中
「
、
田
沢
発
電
所
及
び
板
倉
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
太
陽
光
発
電
所
」
を
「
及
び
田
沢
発
電
所
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
の
表
群
馬
県
渡
良
瀬
発
電
事
務
所
の
項
中
「
発
電
係
」
の
下
に
「
、
建
設
係
」
を

加
え
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
、
支
所
長
（
総
括
）
、
支
所
長
」
を
削
る
。 

 

別
表
二
の
表
役
付
職
員
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 

田 

正 

士 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
 
 

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
表
契
約
予
定
金
額
が
一
件
に
つ
き
三
十
万
円
に
満
た
な
い
工
事
及
び

修
繕
（
物
品
の
修
繕
を
除
く
。
）
に
係
る
経
費
の
項
中
「
三
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
、

同
表
契
約
予
定
金
額
が
一
件
に
つ
き
二
十
万
円
に
満
た
な
い
委
託
に
係
る
経
費
の
項
中
「
二
十
万 

円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に

改
め
る
。 

 
第
八
十
五
条
第
一
号
中
「
給
料
」
を
「
職
員
以
外
の
者
の
受
講
、
実
習
、
研
修
、
修
学
、
見
学
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
旅
行
に
要
す
る
経
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
公
団
」

を
「
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と

し
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
七 

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
支
払
を
し
な
け
れ
ば
事
務
の
取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
と
な
る
経
費 

 

第
八
十
八
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
次
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
に
お
い
て
、
第

四
号
」
を
「
、
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費
は
想
定
さ
れ
る
外
国
為
替
の
変
動
幅
の
範
囲
内
、
第
五
号
」

■ 

企
業
管
理
規
程 

 

吾
妻
発
電
事
務
所
湯

川
支
所
長 

 

吾
妻
発
電
事
務
所
湯

川
支
所
長
（
総
括
） 
 

係
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
支
所
員
を
指
導
し
、
支
所
の

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
支
所
員
を
総
括
及
び
指
導

し
、
支
所
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を
補
佐
し
、
関
係
職
員

を
指
導
す
る
。 

 

次
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
又
は
部
長
を
補
佐
し
、

所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

次
長 

支
所
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
又
は
部
長
を
補
佐
し
、

所
属
職
員
（
支
所
長
に
お
い
て
は
支
所
員
）
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

に
、 

係
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を
補
佐
し
、
関
係
職
員

を
指
導
す
る
。 

 

次
長 

支
所
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
又
は
部
長
を
補
佐
し
、

所
属
職
員
（
支
所
長
に
お
い
て
は
支
所
員
）
を
指

揮
監
督
す
る
。 
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に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

外
国
為
替
の
変
動
に
よ
り
支
払
額
が
変
動
す
る
も
の 

 

第
八
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 
第
九
十
一
条
第
一
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第

六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 

三 

保
管
料 

 

第
九
十
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

七 

試
験
手
数
料 

 

第
百
三
十
二
条
の
六
第
十
一
号
中
「
担
保
責
任
」
を
「
契
約
不
適
合
責
任
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
三
号
中
「
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
第
一
号
中
「
二
十
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
、
「
三
十
万 

円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
二
十
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
・
汽
力
」
を
削
る
。 

別
表
第
一
の
１
の
表
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 

」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
２ 

の
表
中
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
３
の
表
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
に 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
、
別
表
第
一
の
４
の
表
中
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

改
め
、
別
表
第
一
の
８
の
表
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
、
別
表
第
一
の
９
の
表
中
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

水
力
、
汽
力
及
び
太
陽
光
発
電
設
備

 
水
力
及
び
太
陽
光
発
電
設

 

備
 

（
水
力
／
汽
力
／
太
陽
光
）

 
（
水
力
／
太
陽
光
）

 

 
特
別
修
繕

引
当

金
（
汽
力
）

  
 

 
同
上

 

 
特
別
修
繕

引
当

金
（

太
陽

光
）

 

 
 

 
同
上

 

  
特
別
修
繕

引
当

金
（

太
陽

光
）

 

 
 

 
同
上

 

 

、
汽
力
及
び
太
陽
光
発
電
費

 

水
力
、
汽
力
及
び
太
陽
光
発
電
設
備

 
水
力
及
び
太
陽
光
発

 

電
設
備

 
水
力
、
汽
力
及
び
太
陽
光
発
電
費

 

水
力
及
び
太
陽
光
発
電
費

 

を 

水
力

 
水
力
、
汽
力
及
び
太
陽
光
発
電
設
備

 
水
力
及
び
太
陽
光
発
電
設
備

 

水
力
及
び
太
陽
光
発
電
費

 

 
修
繕
引
当

金
（

汽
力
）

 

 
 

 
同
上

 

 
修
繕
引
当

金
（
太
陽

光
）

 

 
 

 
同
上

 

 
修
繕
引
当

金
（
太
陽

光
）

 

 
 

 
同
上

 

 
 

本
局

 
 

 
節

以
下

は
、

上
記

「
事

務
所

別
」
に
準
じ
て
整
理
す
る
。

 

  
 

本
局

 
 

 
節

以
下

は
、

上
記

「
事

務
所

別
」
に
準
じ
て
整
理
し
、
次
の

節
を
加
え
る
。

 

 
 

 
供
給
促
進

交
付
金

 
 

供
給

促
進

交
付

金
を

整
理

す
る
。

 

 

に 

水
力
、
汽
力
及
び
太
陽
光
発
電
設
備

 
水
力
及
び
太
陽
光
発

 

電
設
備

 

 
汽
力
発
電

費
 

 
 

 
「
水
力
発
電
費
」
に
準
じ
て
整

理
し
、
次
の
節
を
加
え
る
。

 

 
 

 
ガ
ス
費

 
蒸
気
料

 
 

 

 
 

 
供
給
促
進

交
付

金
（
小
売
精

算
用
）

 

 
供
給
促
進
交
付
金
（
小
売
精
算

用
）
を
整
理
す
る
。

 

  
修
繕
引
当

金
（

汽
力
）
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